
（様式　２）

東京都港湾局「建設発生土受入要領」に基づき、次のとおり建設発生土の搬入の変更を申込みます。

印

【東京港埠頭(株)記入欄】

余裕をもってお手続きください。

課 長 係 長 審 査 担 当 者 受 付 月 日

※ 搬入期間が延長になる場合、又は、搬入期間内に申込土量を超過しそうな場合は、利用調整

土量を再調整した後、早めに変更手続をしてください。手続がないと搬入ができなくなります。

※ その後、本書をお持ちいただくか、ご郵送ください。お時間がかかる場合がありますので、
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東京都港湾局長　殿

個人情報の取得

東京港埠頭株式会社は、東京都における建設発生土の受入業務において、個人情報を収集します。

個人情報の提供をお願いする場合は、事前に収集の目的、利用の内容を開示した上で、当施設の正当な事業の範囲内で、その目的の達成に必要な限度において、個人情報を収集します。

利用目的の範囲について

お問い合わせ・土砂の搬入手続きについて返答する場合。また適切な受入にあたり東京都や再委託先の検査等に照会を行う場合。

その他、お客様に事前にお知らせし、ご同意を頂いた目的の場合。

上記目的以外の利用について

上記以外の目的で、次の場合を除き個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。

法令に基づく場合。人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である時。

国の機関若しくは地方公共法人又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であり、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある時。


